
裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
令和4年11月18日現在
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※令和4年6月期の期末手当は､令和3年人事院勧告対応の特例措置として､各欄に掲記の支給月数により計算された額から令和3年12月期の期末手
当において引き下げられるべきであった額に相当する額を控除した額が支給された。
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